
背 景

概 要

施行日：公布の日

訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案
【通称：訪問介護緊急支援法案】

○ 令和６年度介護報酬改定では、介護報酬全体の改定率は1.59％引き上げられ

た一方、訪問介護の基本報酬部分については約2.4%引き下げられた

○ 令和６年の訪問介護事業者の倒産は81件に上り、令和５年の年間67件を上

回って過去最多となっており、その要因の１つに訪問介護の基本報酬部分の引

下げの影響があるとの指摘がされている

１．訪問介護事業支援金の支給

２．訪問介護の介護報酬の期中改定等

○ 政府は、令和６年度介護報酬改定による訪問介護の基本報酬部分の引下げが、

訪問介護事業者の事業や介護従事者の処遇に及ぼす影響及び訪問介護事業支援

金の支給の効果の検証を踏まえ、令和６年度介護報酬改定の施行の日から起算

して３年を経過する日までのできる限り早い時期に、訪問介護の介護報酬の期

中改定その他の措置を講ずるものとすること

○ 政府は、訪問介護の介護報酬の期中改定において、基本報酬部分を定めるに

当たっては、①訪問介護事業者の事業規模ごとの収支の状況及び②地域の実情

を踏まえ、訪問介護事業者が訪問介護を需要に応じて安定的に提供できるよう

配慮しなければならないこと

○ 政府は、訪問介護の介護報酬の期中改定が行われるまでの間、訪問介護事業

者が訪問介護を需要に応じて安定的に提供できる体制を確保する観点から訪問

介護事業者に支給される補助金（訪問介護事業支援金）を支給するものとする

こと
※ 訪問介護事業支援金は、令和５年度における訪問介護の基本報酬部分に係る保険給付

費をベースに、訪問介護の基本報酬部分の引下げ率約2.4％に相当する金額に加え、介護

報酬全体の改定率1.59%に相当する金額を上乗せした額を想定（約357億円）

○ 訪問介護事業支援金の差押えの禁止等について定めること

令和６年度介護報酬改定が訪問介護事業者の事業及び介護従事者の処遇に深刻

な影響を及ぼしていることにより、訪問介護の提供に支障が生じ、ひいては訪問

介護を受けようとする者及びその家族の職業生活と家庭生活との両立が困難と

なっている現状に鑑み、訪問介護事業者に対する緊急の支援を行うもの

趣 旨
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訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
趣
旨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
基
本
と
な
る
部
分
（
三
の
１

及
び
五
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
」
と
い
う
。
）
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
及
び
介
護
従

事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
、

ひ
い
て
は
訪
問
介
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
家
族
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
現

状
に
鑑
み
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
令
和
六
年
三
月
十
五
日
に
告
示
し
て

定
め
た
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
を
い
う
こ
と
。 

 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
」
と
は
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
の
う
ち
、
同
法
の
保

険
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
こ
と
。 

 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
事
業
者
」
と
は
、
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
こ
と
。 



 

 
 

 

二 

三 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

 

１ 
政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事

業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提

供
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
五
の
１
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
が
行
わ
れ
る
ま
で

の
間
、
訪
問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
訪
問
介
護

事
業
者
に
支
給
さ
れ
る
補
助
金
（
以
下
「
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 

政
府
は
、
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 

譲
渡
等
の
禁
止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

 

１ 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供

し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 

２ 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
は
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

五 

訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 



 
 

 

三 

 
１ 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事

業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
及
ぼ
す
影
響
並
び
に
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
効
果
の
検
証
を
踏
ま
え
、
令
和
六

年
度
介
護
報
酬
改
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
訪
問
介
護
に

係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 

政
府
は
、
１
に
よ
り
行
う
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
に
お
い
て
、
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
規
模
ご
と
の
収
支
の
状
況
及
び
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
訪
問
介

護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

六 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 

 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 





 
 

 

一 

 
 

 

訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
基
本
と
な
る
部
分
（
第

三
条
第
一
項
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
」
と
い
う
。
）
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の

事
業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提

供
に
支
障
が
生
じ
、
ひ
い
て
は
訪
問
介
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
家
族
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
困

難
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
令
和
六
年
三
月
十
五
日
に
告
示
し

て
定
め
た
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
」
と
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す

る
訪
問
介
護
の
う
ち
、
同
法
の
保
険
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
事
業
者
」
と
は
、
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 



 

 
 

 

二 

 
（
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
三
条 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の

事
業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提

供
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
間
、
訪
問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
観
点
か
ら

訪
問
介
護
事
業
者
に
支
給
さ
れ
る
補
助
金
（
以
下
「
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
譲
渡
等
の
禁
止
） 

第
四
条 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に

供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
は
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
等
） 



 
 

 

三 

第
五
条 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の

事
業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
及
ぼ
す
影
響
並
び
に
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
効
果
の
検
証
を
踏
ま
え
、
令
和
六

年
度
介
護
報
酬
改
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
訪
問
介
護
に
係

る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
に
お
い
て
、
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基

本
部
分
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
規
模
ご
と
の
収
支
の
状
況
及
び
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
訪

問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
及
び
介
護
従

事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
、

ひ
い
て
は
訪
問
介
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
家
族
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
現
状

に
鑑
み
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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